
                                          令和８年４月１日 

工事負担金表（税抜き） 

申込口径 
道路状態別負担金（１ｍ当たり） 

砂利道 舗装道Ａ 舗装道Ｂ 

２０㎜以下 ３，３１０円 ５，２３０円 ７，３９０円 

２５㎜ ５，５２０円 ８，７２０円 １２，３２０円 

 

 

１． 工事負担金は、給水申込みにより、配水管を布設又は布設替え工事をするための費用を一部負担いただくものです。  

申込口径に応じ、賦課対象配水管の延長（工事負担金が賦課されることになる当該配水管の起点から給水装置工事の申

込みによって配水管から給水管を分岐した位置までの延長をいう。）に１メートル当たりの道路状態別負担金額を乗じ、  

これに１００分の１１０を乗じて得た額がかかります。 

 

２． 工事負担金は、給水申込みをされる年度時点において、配水管の布設又は布設替え後、５年を経過していない配水管

が対象となります。 

 

３． 工事に必要な期間は、配水管布設工事申込書及び給水装置工事申込書提出後、６か月程度かかります。 

 

４． 配水管布設又は布設替え工事を行う道路の舗装厚が５㎝以下の場合は舗装道Ａの適用となり、舗装厚が５㎝を超える

場合は舗装道Ｂの適用となります。 

 


